
地域子ども文教委員会 

令 和 元 年 ９ 月 １ ７ 日 

幼稚園教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

第１条による改正（幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年墨田区条例第２

０号）） 

改  正  案 現     行 
  
 （目的） 

第１条 この条例は、職員の給与に関する条

例（昭和３３年墨田区条例第１９号）第１

条第２項第１号の規定に基づき、幼稚園教

育職員（以下「職員」という。）の給与に

関する事項を定めることを目的とする。 

 （期末手当） 

第２７条 期末手当は、３月１日、６月１日

及び１２月１日（以下この条から第２９条

までにおいてこれらの日を「基準日」とい

う。）にそれぞれ在職する職員（教育委員

会規則で定める職員を除く。）に対して、

それぞれ基準日の属する月の教育委員会規

則で定める日（次条及び第２９条において

これらの日を「支給日」という。）に支給 

 する。これらの基準日前１月以内に退職し、

 又は死亡した職員（教育委員会規則で定め 

 る職員を除く。）についても、同様とする。

 

 

２～６ 〔略〕 

第２８条 次の各号のいずれかに該当する者

には、前条第１項の規定にかかわらず、当

該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあっては、その支給を一時差し

止めた期末手当）は、支給しない。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 基準日から当該基準日に対応する支給

日の前日までの間に法第２８条第４項の

規定により失職した職員 

 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 （勤勉手当） 

第３０条 勤勉手当は、６月１日及び１２月

１日（以下この条においてこれらの日を

「基準日」という。）にそれぞれ在職する

職員（教育委員会規則で定める職員を除

 〔同左〕 

第１条 この条例は、職員の給与に関する条

例（昭和３３年墨田区条例第１９号）第１

条第２項の規定に基づき、幼稚園教育職員

（以下「職員」という。）の給与に関する

事項を定めることを目的とする。 

 〔同左〕 

第２７条 期末手当は、３月１日、６月１日

及び１２月１日（以下この条から第２９条

までにおいてこれらの日を「基準日」とい

う。）にそれぞれ在職する職員（教育委員

会規則で定める職員を除く。）に対して、

それぞれ基準日の属する月の教育委員会規

則で定める日（次条及び第２９条において

これらの日を「支給日」という。）に支給 

 する。これらの基準日前１月以内に退職し、

 若しくは法第１６条第１号に該当して法第

２８条第４項の規定により失職し、又は死

亡した職員（教育委員会規則で定める職員

を除く。）についても、同様とする。 

２～６ 〔略〕 

第２８条 〔同左〕 

 

 

 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 基準日から当該基準日に対応する支給

日の前日までの間に法第２８条第４項の

規定により失職した職員（法第１６条第

１号に該当して失職した職員を除く。） 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 〔同左〕 

第３０条 勤勉手当は、６月１日及び１２月

１日（以下この条においてこれらの日を

「基準日」という。）にそれぞれ在職する

職員（教育委員会規則で定める職員を除



く。）に対して、それぞれ基準日の属する 

 月の教育委員会規則で定める日に支給する。

 これらの基準日前１月以内に退職し、又は

死亡した職員（教育委員会規則で定める職

員を除く。）についても、同様とする。 

 

 

２～７ 〔略〕 

 （昇給についての適用除外） 

第３２条の３ 第６条第２項から第５項まで

の規定は、臨時的に任用される職員には、

適用しない。 

く。）に対して、それぞれ基準日の属する 

 月の教育委員会規則で定める日に支給する。

 これらの基準日前１月以内に退職し、若し

くは法第１６条第１号に該当して法第２８

条第４項の規定により失職し、又は死亡し

た職員（教育委員会規則で定める職員を除

く。）についても、同様とする。 

２～７ 〔略〕 

 

〔新設〕 

  

 

第２条による改正（幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成

３０年墨田区条例第９号）） 

改  正  案 現     行 
  
   付 則 

１ 〔略〕 

 （扶養手当に関する特例措置） 

２ 〔略〕 

３ 平成３０年３月３１日において、この条

例による改正前の幼稚園教育職員の給与に

関する条例第１０条第２項第２号に該当す

る扶養親族たる子のうち１人（職員に配偶

者のない場合に限る。以下「配偶者を欠く

一子」という。）を扶養することにより扶

養手当を受けている職員（同号に該当する

扶養親族たる子（配偶者を欠く一子を除

く。）を扶養することにより扶養手当を受

けているものを除く。）が、この条例の施

行の日以後、引き続き、満１５歳に達する

日後の最初の４月１日から満２２歳に達す

る日以後の最初の３月３１日までの間にな

い配偶者を欠く一子を扶養する場合（当該

職員が改正後の条例第１０条第２項第２号

に該当する扶養親族たる子を新たに扶養す

ることにより扶養手当の支給額が改定され

るときを除く。）その他これに準ずる場合

には、改正後の条例第１０条の規定及び前

項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

年度に限り、当該各号に定める月額の配偶

   付 則 

１ 〔略〕 

 〔同左〕 

２ 〔略〕 

３ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



者を欠く一子に係る扶養手当を支給するも

のとする。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 平成３１年度から令和５年度まで １

万３，０００円 

４～６ 〔略〕 

 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 平成３１年度から平成３５年度まで 

１万３，０００円 

４～６ 〔略〕 
  

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第２条の規定 公布の日 

 ⑵ 第１条中幼稚園教育職員の給与に関する条例第２７条第１項、第２８条第２号

及び第３０条第１項の改正規定並びに次項の規定 令和元年１２月１４日 

 ⑶ 第１条（前号に掲げる改正規定を除く。）の規定 令和２年４月１日 

 （経過措置） 

２ 前項第２号に掲げる規定の施行の日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措

置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第３７号）

第４４条の規定による改正前の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下

「旧法」という。）第１６条第１号に該当して旧法第２８条第４項の規定により失

職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前項第２号に掲げる規

定による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条例第２７条第１項、第２８条第

２号及び第３０条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 


